
JAバンクの
セーフティネット

をご存じですか？

JAバンクは、
みなさまに安心してご利用いただくために、
独自のシステムを構築しています。

破綻未然
防止システム 貯金保険制度



J   A
信　連

（JAバンク県本部）
農林中金

（JAバンク中央本部）

・JA等の経営状況のモニタリング
・JA等に対する経営改善指導
・JAバンク支援基金等による資本
注入などのサポート等

・実質的に一つの金融機関として機能
するような運営システムの確立
・共同運営システムの利用
・全国どこでも統一された良質で高
度な金融サービスの提供

JAバンク基本方針

JAバンク会員の経営健全性確保 金融サービスの提供の充実

安心 便利

組合員・利用者

連携

協力・連携

破綻未然防止の
支援

不良債権の
管理・回収

行　政

JA全中
JA中央会

貯金保険機構

JAバンク支援協会

系統債権管理
回収機構

破綻時の支援

破綻未然防止システム 一体的事業推進

農林中金への指導権限の付与など

再編強化法…農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律

JAバンクは、JA、信連、農林中金で構成するグループの名称です。
　「JAバンク」とは、全国に民間最大級の店舗網を展開する金融機関グループで、JAバンク会員（JA・
信連・農林中金）によって構成されています。JAバンクは、グループ全体のネットワークと総合力で、
地域のみなさまにとって、より身近で便利、そして安心な金融機関であり続けることを目指していま
す。

JAバンクシステム
　組合員・利用者のみなさまから一層信頼され、安心してご利用いただくため、「JAバンク基本方針」
に基づいて、JA・信連・農林中金が一体的に事業運営に取り組む仕組みを「JAバンクシステム」とい
います。
　「JAバンクシステム」は、JAバンクの信頼性を確保する「破綻未然防止システム」と、民間最大級の
全国店舗網ときめ細かいお客さまとの接点を活かした金融サービス提供の充実・強化を目指す「一体
的事業推進」の2つの柱で成り立っており、組合員・利用者のみなさまに、安心と便利をお約束する仕
組みです。

JAバンクってどんなところ？

JAバンクは地域のみなさまのための、
身近で便利で安心な金融機関です。

Q

JAバンクシステム



JAバンクのセーフティネットって？

JAバンクは、「貯金保険制度」に加えて、
独自の「破綻未然防止システム」を構築しています。

　JAバンクは、「破綻未然防止システム」と「貯金保険制度」により「JAバンク・セーフティネッ
ト」を構築し、組合員・利用者のみなさまに、より一層の「安心」をお届けしています。

破綻未然防止システム
JAバンクは、独自の制度として「破綻未然防止システム」を構築しています。

行政、JA全中、JA中央会、農林中金
などによるモニタリングおよび指導・支援体制

JAバンク支援基金等
（資本注入などのサポート）

万が一の場合にも
万全なバックアップ体制

個々のJAの
健全性を維持

経営改善指導
経営状況の
モニタリング
(定期的に実施）

●  個々のJAの経営状況について
モニタリング（チェック）を行
い、問題点を早期に発見。

●  経営破綻にいたらないよう、早
め早めに経営改善などを実施。

●  必要の際には、全国で拠出した
「JAバンク支援基金」などを
活用し、個々のJAの経営健全
性維持のため必要な資本注入な
どの支援を行います。

破綻未然防止システム

破綻未然
防止システム
破綻未然防止のための
JAバンク独自の制度

貯金保険制度
貯金者等保護のための

公的な制度

Q

JAバンク・セーフティネット



農林中央金庫 

本店住所：〒100-8155　

　東京都千代田区大手町１－２－１ 

 Otemachi Oneタワー

TEL：03-3279-0111（代表）

民間最大級の
全国ネットワーク

https://www.jabank.org/

JAバンクは、JAバンク会員（JA、信連、農林中金）で構成するグループの名称です。

このパンフレットに関する
お問い合わせ先

貯金保険制度（農水産業協同組合貯金保険制度）
　貯金保険制度とは、農水産業協同組合が貯金等の払出しができなくなった場合などに、貯金者等を
保護し、資金決済の確保を図ることによって信用秩序の維持に資することを目的とした制度です。
この制度は、銀行・信用金庫・信用組合・労働金庫等が加入する「預金保険制度」と同様の内容になって
おり、貯金等は下表のとおり保護されます。

○ 貯金保険制度の対象貯金等
貯金保険制度の対象となる貯金等の範囲は、次のとおりです。
　�貯金、定期積金、農林債（保護預り専用商品に限る）およびこれらの貯金を用いた積立・財形貯
蓄商品、確定拠出年金の積立金の運用に係る貯金等

○ 貯金等の保護の範囲
貯金保険で保護される貯金等の額は、保険の対象となる貯金等のうち、決済用貯金（無利息、要

求払い、決済サービスを提供できること、という3要件を満たす貯金）に該当するものは全額、それ
以外の貯金等については１農水産業協同組合ごとに貯金者1名あたり元本1,000万円までとその利
息等となります。

注1��「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3要件を満たすもの。
注2��納税準備貯金、貯金保険の対象貯金を用いた積立・財形貯蓄商品も該当します。
注3��定期積金の給付補填金も利息と同様保護されます。

貯金等の分類 保護の範囲

貯
金
保
険
の

対
象
貯
金
等

当座貯金
普通貯金
別段貯金

決済用貯金（注1）
利息のつかない等の3要件を満た
す貯金

全額保護

一般貯金等
決済用貯金以外の貯金（注2）

元本の合計1,000万円までと
その利息等（注3）を保護
1,000万円を超える部分は、破綻農水産業
協同組合の財産の状況に応じて支払われま
す（一部支払われないことがあります）

定期貯金・貯蓄貯金・通知貯金・定
期積金・農林債（保護預り専用商品）
等（注2）

貯
金
保
険
の

対
象
外
貯
金
等

外貨貯金、譲渡性貯金、農林債（保護預り専用商品以外の商品）等

保護対象外
破綻農水産業協同組合の財産の状況に応じ
て支払われます（一部支払われないことが
あります）




